
◇クーリング・オフ通知を
　　　　　実際に書いてみよう！

基礎知識編1-2基礎知識編1-2 基礎知識編1-2基礎知識編1-2

基
礎
知
識
編

8

基
礎
知
識
編

7

（１）販売会社へ書面で通知します。
　  （クレジット契約の場合は、クレジット会社にも同様の通知を出します。）（→実際の記入例はP8へ）
（２）クーリング・オフは通知を発信した時に効果が発生します。
（３）全額返金してもらったかを確認し、商品は販売会社へ引き取ってもらいます。

　クーリング・オフ（cooling off）とは、「頭を冷やして考えなおす」という意味です。
一定期間内であれば理由がどうであれ、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる制
度です。

　クーリング・オフの通知は、自分で書くことができます。
書き方や、手続きの方法が分からない時は、
消費生活センターに相談しましょう！

●自分から店に出向いて購入した場合
●通信販売で購入した場合
●指定された消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤など)　
　を自ら使用した場合
●現金取引で3,000円に満たない場合
●電気通信サービス
●自動車
●電気、都市ガス、葬儀　など

●契約方法や内容によってクーリン
グ・オフができる条件は異なります。
●また、クーリング・オフできなくても、契
約を取り消すことができる場合があり
ます。

◇クーリング・オフできる取引内容と期間（→詳細は「特定商取引法（P10）」へ）

◇クーリング・オフの方法と効果

　クーリング・オフはできないと言われたり、脅されて手続きができなかった等、クーリング・オフを妨
害された場合は、８日間を過ぎてもクーリング・オフができます。妨害された場合は、事業者から改め
てクーリング・オフできる旨を記載した書面をもらい、口頭でも説明を受けた日から８日間経過するま
ではクーリング・オフできます。

（1）クーリング・オフの手続きは必ず書面（ハガキ、手紙）で行います。
（２）クレジットを利用している場合はクレジット会社へも同時に通知します。
（３）送る前に必ずコピーを取っておきます。
（４）「特定記録郵便」または「簡易書留」など、記録の残る方法で送付します。

◇クーリング・オフを妨害された場合

【クーリング・オフができない場合の例】

訪問販売 （アポイントメントセールス、キャッチセールス→P3）

電話勧誘販売

特定継続的役務提供 （エステサービス→P4）

訪問購入

連鎖販売取引 （マルチ商法→P4）

業務提供誘引販売取引 （アフィリエイト・ドロップシッピングを利用した手口→P5）

8日間

8日間

8日間

8日間

20日間

20日間

取引内容（この冊子での事例紹介頁） 期　間

通知書を送る
・申込みの撤回
・契約の解除が
　できる

受け取った商品の返品費用は 事業者負担です

損害賠償金や違約金は 支払う必要はありません

既払金（頭金、申込金）は 返金されます

定められた
期間内に 無条件で

◇クーリング・オフできない場合も！

→まずは消費生活センターへ
　ご相談ください。

宛先への配達方法 受取人の受領印又は署名 料　金

郵便受箱へ配達特定記録郵便 な　し 160円
手渡し簡易書留 あ　り 310円
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販売会社宛てクレジット会社宛て

契約解除通知書
契約日：平成○年○月○日

書面受領日：平成○年○月○日

商品名：○○○

契約金額：○○円

上記日付の申込は撤回し、契約は解除します。

　

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

契約解除通知書
契約日：平成○年○月○日

書面受領日：平成○年○月○日

商品名：○○○

契約金額：○○円

販売業者名：○○○○○○

上記日付の申込は撤回し、契約は解除します。

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

既払金が
ある

場合や、商
品を

受け取って
いる

場合は、書
きます。

なお既払金の○○円を返金し、商品を
引き取ってください。

　～消費者の最強の味方！！～クーリング・オフ制度　～消費者の最強の味方！！～

（　　　　　　　　　）

通知書を発信した時に
クーリング・オフの
効果が発生します。
期間内に相手に

届いていなくても有効

契約書
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①ショッピング…買い物をした代金をカード会社に立て替えてもらい、後日、支払うもの。
　通常、1回払いには手数料はかかりませんが、分割回数が多いほど手数料は高くなります。
②キャッシング…クレジットカードを使って現金を引出すもの。

～クレジットカードにはいろいろな機能があります～

事業者の不適切な勧誘により締結した契約は取り消しができます

クレジット（credit）とは「信用」という意味で、
私たち消費者が信用によってお金を借りるシステムです。

クイズに挑
戦！

クイズに挑
戦！

？
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　消費者と事業者の間にある情報の質や量、交渉力の格差を埋めることにより、消費者の利益を
擁護するための法律です。労働契約を除く、すべての事業者・消費者間の契約に適用されます。

事業者の損害賠償の責任を免除する条項　
（例：当社はいかなる理由があっても一切損害賠償責任を負いません。）

【その1】

消費者契約の解除に伴って不当に高額な損害賠償や違約金を定める条項
（例：契約後にキャンセルする場合には、サービス利用前であってもサービス代金の全額を申し受けます）

【その2】

消費者の支払いが遅れたことに対して、不当に高額な支払い額の損害賠償や違約金を定める条項
（年率14.6%を超える部分）（平成28.1.1現在）　
（例：毎月の家賃（70,000円）は、当月20日までに支払うものとする。
　　前記期限を過ぎた場合には1ヶ月の料金に対し年50%の遅延損害金を支払うものとする。）

【その3】

信義誠実の原則※に反して消費者の利益を一方的に害する条項
（例：この規定の運用並びに規定外の判断は管理会社である当社が全て行う）

【その4】

◆どんな場合に取り消しができるの？ 

取り消すことができる期間は、気づいた時から６カ月、契約をしたときから５年間！

不当な条項は無効です。 ※無効…初めから効力が発生しないこと

販売時の説明がウソだった（不実告知）

「事故車ではない」と
説明され中古車を購
入したが、実際は事故
車であることがわかっ
た。

営業マンに電話で勧誘さ
れ、未公開株を購入した。
「絶対儲かる。上場するこ
とは確実。」と言われたの
に、いつまでたっても上場
せず、大損した。

南側に高層ビルが建設
されると知っていた業者
から「眺望・日当たり良
し」と言われ、家を買っ
てしまった。

絵の展示会で長時間
勧められ「帰りたい」
と言ったのに帰らせ
てもらえず、仕方な
く契約した。

【その1】
絶対に儲かるって聞いたのに！
（断定的判断の提供）

【その2】

都合の悪いことはわざと教えない
（不利益事実の故意の不告知）

【その3】
契約しないと帰ってくれない、帰らせて
もらえない（不退去、退去妨害）

【その4】

◆無効となる契約条項とは？

～クーリング・オフがダメでもあきらめないで！～消費者契約法～クーリング・オフがダメでもあきらめないで！～
クレジットカードのこと
　　　　　知っていますか？

※取り消し…有効に成立した契約を、契約当初にさかのぼって無効とすること

※信義誠実の原則・・・「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」
　　　　　　　　　　とする民法の基本原則（第1条第2項）

クレジットカードは誰のもの？
　　   （契約した消費者のもの  or  カード発行会社のもの）
クレジットカードを人に貸してもいい？
クレジットカードでの買い物は借金になる？
通帳にお金が無くてもカードは利用できる？

❶
 
❷
❸
❹

（YES ・ NO）
（YES ・ NO）
（YES ・ NO）答えはP13へ→

消費者
（クレジット会員）

金融機関

クレジット（信販）会社 販売業者

カードを持つことのメリットだけでなく、支払う責任と借入のリスクを理解して上手に利用しましょう。

契約時に会員規約を読みましたか？
利用明細書は確認していますか？
ショッピングやキャッシング利用枠を確認しましたか？
利用金額は自分で支払いができる範囲の金額ですか？
支払が遅れた場合、遅延損害金が発生する恐れがあることを知っていますか？
返済を怠った場合、個人情報に傷がつく恐れがあることを理解していますか？

□
□
□
□
□
□

◆クレジットカードを利用するためのチェックシート
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